
 

政策会議付議事案書（令和８年２月２日） 

                            提案課名 高齢介護課 

                            報告者名 陶山 茂 

事案名  秦野市介護保険条例の一部を改正することについて 

    有 

資料 

    無 

目
的
・
必
要
性 

令和７年度税制改正において、物価上昇や就業調整に対応する観点から、給与所

得控除の最低保障額を55万円から65万円とし、最大で10万円（以下「引上げ額」と

いう。）引き上げる見直し（以下「令和７年度見直し」という。）が行われまし

た。 

一方で、介護保険制度は、原則３年を１期とするサイクルで市町村において保険

料収入を見込んだうえで事業運営を行っています。 

65歳以上の被保険者（以下「第１号被保険者」という。）の介護保険料は、被保

険者本人及び世帯員の市町村民税の課税状況や合計所得金額等を算定基準としてい

るため、令和７年度見直しにより保険料収入が減少し、現在の第９期介護保険事業

計画（令和６～８年度）の保険料収入の不足によって事業運営に支障が出る可能性

があります。 

これを受け、保険者の責めに帰さない保険料収入不足をできる限り防止する観点

から、介護保険施行令（平成10年政令第412号。以下「施行令」という。）の改正が

行われたことに伴い、秦野市介護保険条例の一部を改正するものです。 

経
過
・
検
討
結
果 

令和６年12月    令和７年度税制改正の大綱が閣議決定 

令和７年４月１日 「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）」

の施行 

12月17日 「施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第420号）」の公

布 

令和８年１月９日 「施行令の一部を改正する政令の施行準備に係る留意点等及び

介護保険条例参考例について」及び「令和７年度税制改正に伴

う介護保険料の標準段階に係る基準の見直しについて（その

３）について」（厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡）

発出 

４月１日 施行令の施行 

決
定
等
を
要
す
る
事
項 

施行令の改正に基づき、令和８年度の介護保険料に限り、算定に当たって、次の

とおり「秦野市介護保険条例」を改正すること。 

 

１ 給与等の収入金額が55万1,000円以上190万円未満である第１号被保険者の合計

所得金額の判定において、改正前の施行令に基づき算定した合計所得金額に引上

げ額を加算した額を用いること。 

 

議題６ 
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決
定
等
を
要
す
る
事
項 

２ 市町村民税の課税・非課税の判定において、令和７年度見直しの影響により、

市町村民税課税の有無が変わり得る第１号被保険者及び世帯内にその課税の有無

が変わり得る者がある第１号被保険者については、介護保険料の所得段階の判定

に当たって、令和７年度見直し前の給与所得控除の算定方法を用いた判定となる

よう、次の処置を行うこと。 

(1) 市町村民税世帯非課税者の判定に際し、世帯内に令和８年度非課税となった

者がいる場合、その者は同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課され

ている者とみなすこと。 

(2) 本人非課税者の判定に際し、その者が令和８年度に非課税となった者に該当

する場合、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみ

なすこと。 

３ 前項の処置により、令和８年度分（令和７年中）の市町村民税課税者とみなし 

た第１号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が前年度非課 

税の場合には、市町村民税非課税者として判定する所得段階まで保険料を減免

（以下「特例減免」という。）すること。 

また、特例減免の実施に当たっては、本人の負担を考慮し、申請書の提出を省 

略すること。 

今
後
の
取
扱
い 

令和８年１月   令和７年度第２回高齢者保健福祉推進委員会（報告） 

２月   令和８年３月市議会第１回定例月会議に条例改正議案を提出 

４月１日 改正条例の施行 
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議案第  号資料 

 

秦野市介護保険条例の一部を改正することについて 

 

１ 条例改正の趣旨 

 令和７年度税制改正において、給与所得控除（所得税法（昭和４０年法律

第３３号）第２８条第２項に規定する「給与所得控除」をいう。）の最低保障

額について、55 万円から 65 万円に、最大で 10 万円引き上げる見直し（以下

「令和７年度見直し」という。）が行われました。 

 この結果として、令和７年中の給与等の収入金額が 55 万 1,000 円以上 190

万円未満である者の一部については、合計所得金額が減少することで被保険

者本人が非課税者となるなど、被保険者の標準段階に移動が生じます。 

 第１号被保険者の介護保険料（以下「第１号保険料」という。）においては、

市町村民税の課税状況や合計所得金額等を算定基準としていることから、令

和７年度見直しに伴い、現在の第９期介護保険事業計画（令和６～８年度）

における保険料収入が減少する可能性があります。 

 このため、保険者の責めに帰さない保険料収入不足をできる限り防止する

観点から、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「施行令」

という。）において、第１号保険料の算定に当たり、令和７年度見直し前と同

様の判定となるよう特例を設ける改正が行われたことに伴い、秦野市介護保

険条例の一部を改正するものです。 

 

２ 条例改正の内容 

 第１号保険料の所得段階（※１）を判定する際に、令和７年度見直しの影

響により、第１号保険料の所得段階に移動が生じる第１号被保険者について

は、施行令の規定に従い、令和７年度見直し前と同様の判定となるよう、「保

険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例」及び「保険料率の算定に

関する基準の特例」並びに「前年度非課税者に係る特例減免」を設けるもの

です。 

 (1) 保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例 

 給与等の収入金額が 55 万 1,000 円以上 190 万円未満である第１号被保

険者の合計所得金額について、改正前の施行令に基づき算定した合計所得

金額に引上げ額（※２）を加算した額を用います。 

資料１ 
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 (2) 保険料率の算定に関する基準の特例 

 令和７年度見直しの影響により、市町村民税課税の有無が変わり得る第

１号被保険者及び世帯内にその課税有無が変わり得る者がある第１号被保

険者については、第１号保険料の所得段階の判定に当たり、令和７年度見

直し前の給与所得控除の算定方法を用いた判定となるよう、次の処置を行

います。 

ア 市町村民税世帯非課税者の判定に際し、世帯内に令和７年度見直しの

影響により、令和８年度に非課税となった者がいる場合には、その者は

同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみな

す。 

イ 本人非課税者の判定に際し、令和７年度見直しの影響により、その者

が令和８年度に非課税となった者に該当する場合には、同年度分の地方

税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

（※１）第９期介護保険事業計画期間における第１号保険料について、国 

では、標準段階を１～13 段階と定めています。本市では、地域の 

実情に合わせ負担を公平にするために、施行令第３９条第１項第 

６号に基づき、１～16 段階と更に区分けして所得段階として定め 

ています。 

（※２）令和７年度の税制改正により、給与所得控除について最大で 10 万 

円引き上げられた額をいいます。 

 

※ （1）及び（2）の処置は、令和８年度分の第１号保険料の算定にのみ

適用します。また、令和８年度分の第１号保険料の賦課期日において、

本市に住所を有する者であり、かつ令和８年度分の地方税法で規定する

市町村民税の賦課期日において、本市に住所を有する者に限ります。そ

のため、住所地特例制度の対象者や転入者等については適用しません。 

(3) 前年度非課税者に係る特例減免 

   （2）の処置により、令和８年度分（令和７年中）の市町村民税課税者 

とみなした第１号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及び全ての世帯 

員が前年度非課税の場合には、介護保険法第１４２条に規定する「特別な 

理由」に該当するとし、令和８年度における保険料の額の算定に限り、市 

町村民税非課税者として判定する所得段階まで保険料を減免します。 

また、特例減免の実施に当たっては、本人の負担を考慮し、申請書の提 
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出を省略するものです。 

 

３ 施行期日 

 令和８年４月１日 
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議案第  号  

 

   秦野市介護保険条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市介護保険条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  令和８年２月  日提出 

 

                        秦野市長 高 橋 昌 和 

 

 

提案理由 

介護保険法施行令の一部改正により、令和７年度税制改正に伴う給与所得控

除の最低保障額の引き上げによる介護保険料への影響を考慮し、令和８年度に

おける６５歳以上の被保険者の保険料率の算定方法を令和７年度税制改正前と

同様とする特例を設けるとともに、住民税の非課税の範囲内で就労する者に係

る特例減免を設けるため、改正するものであります。 

資料２ 
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秦野市条例第  号  

 

秦野市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

秦野市介護保険条例（平成１２年秦野市条例第５号）の一部を次のように改

正する。 

第４条第１項の表第６号ア中「以下この項において「合計所得金額」という」

を「以下「合計所得金額」という」に改める。 

附則第１６項中「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規

定する給与所得」を「給与所得（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８

条第１項に規定する給与所得をいう。附則第１９項から第２２項までにおいて

同じ。）」に改める。 

附則に次の見出し及び５項を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

１９ 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において本市に住所

を有しない者を除き、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦

課期日において本市に住所を有する者（同法第２９４条第３項の規定により

本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。）に限る。

以下同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者

（同年中の給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいう。以下

同じ。）の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円未満である者

に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第４条第１項

（同項の表第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１

号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４号ア及び第１５号アに係る部分に限

る。）の規定の適用については、同表第６号ア中「地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、

第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１

項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用が

あるときは、その合計所得金額から政令第２２条の２第２項に規定する特別

控除額を控除して得た額とし、その合計所得金額が零を下回るときは、零と

する。以下「合計所得金額」という。）」とあるのは、「合計所得金額（地

方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、その合計

資料３ 
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所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合

には、その給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した

金額に令和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から 

５５０，０００円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措

置法による特別控除の適用がある場合には、その合計所得金額から政令第 

２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、その合計所

得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とする。 

２０ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれて

いる者（同年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上 

１，６１９，０００円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料

率の算定についての第４条第１項（同項の表第６号ア、第７号ア、第８号ア、

第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４号ア

及び第１５号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同表第６号

ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に

規定する合計所得金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３

条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３

４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１

項又は第３６条の規定の適用があるときは、その合計所得金額から政令第２

２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、その合計所得

金額が零を下回るときは、零とする。以下「合計所得金額」という。）」と

あるのは、「合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する

合計所得金額をいい、その合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定す

る給与所得が含まれている場合には、その給与所得の金額については、同条

第２項の規定によって計算した金額に１００，０００円を加えた額によるも

のとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、その合計所

得金額から政令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額

とし、その合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」

とする。 

２１ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれて

いる者（同年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上 

１，９００，０００円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料

率の算定についての第４条第１項（同項の表第６号ア、第７号ア、第８号ア、

第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４号ア
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及び第１５号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同表第６号

ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に

規定する合計所得金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３

条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第 

３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第

１項又は第３６条の規定の適用があるときは、その合計所得金額から政令第

２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、その合計所

得金額が零を下回るときは、零とする。以下「合計所得金額」という。）」

とあるのは、「合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定す

る合計所得金額をいい、その合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定

する給与所得が含まれている場合には、その給与所得の金額については、同

条第２項の規定によって計算した金額に６５０，０００円から令和７年給与

所得控除額を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法に

よる特別控除の適用がある場合には、その合計所得金額から政令第２２条の

２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、その合計所得金額が

零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

２２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第４条

第１項の規定の適用については、その第１号被保険者の属する世帯の世帯主

及び全ての世帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は

第３号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、その該当する者は、

同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

(1) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の

保険料の賦課期日において本市に住所を有しない者を除く。）であって、

令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において本市

に住所を有するもの（同法第２９４条第３項の規定により本市の住民基本

台帳に記録されている者とみなされた者を含む。） 

(2) 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年

度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のア

からウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上 

６５１，０００円未満であり、かつ、１，３５０，０００円から同年の

合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から 
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５５０，０００円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上 

１，６１９，０００円未満であり、かつ、１，３５０，０００円から同

年の合計所得金額を控除して得た額が１００，０００円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上 

１，９００，０００円未満であり、かつ、１，３５０，０００円から同

年の合計所得金額を控除して得た額が、６５０，０００円から、同年中

の給与等の収入金額からその給与等の収入金額を所得税法等の一部を改

正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所得

税法別表第５（以下この項において「改正前の所得税法別表第５」とい

う。）の給与等の金額として、改正前の所得税法別表第５によりその金

額に応じて求めた改正前の所得税法別表第５の給与所得控除後の給与等

の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合 

(3) 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年

度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のア

からウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上 

６５１，０００円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定

する政令で定める基準に従い秦野市市税条例（平成元年秦野市条例第２

号）第１０条で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、

同年中の給与等の収入金額から５５０，０００円を控除して得た額以下

である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上 

１，６１９，０００円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に

規定する政令で定める基準に従い秦野市市税条例第１０条で定める金額

から同年の合計所得金額を控除して得た額が１００，０００円以下であ

る場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上 

１，９００，０００円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に

規定する政令で定める基準に従い秦野市市税条例第１０条で定める金額

から同年の合計所得金額を控除して得た額が、６５０，０００円から、

同年中の給与等の収入金額からその給与等の収入金額を改正前の所得税

法別表第５の給与等の金額として、改正前の所得税法別表第５によりそ
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の金額に応じて求めた改正前の所得税法別表第５の給与所得控除後の給

与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合 

２３ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第４条

第１項の規定の適用については、その第１号被保険者が前項第１号に掲げる

者に該当し、かつ、同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当する

ときは、その第１号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民

税が課されている者とみなす。 

（令和８年度の保険料の減免の特例） 

２４ 前２項の規定により令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税が

課されている者とみなした第１号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び

全ての世帯員が、令和７年度分の地方税法の規定による市町村民税が課され

ていない場合は、令和８年度における保険料の額の算定に限り、地方税法の

規定による市町村民税が課されていない者として判定する保険料段階まで保

険料を減免する。この場合において、第１０条第２項の規定による申請書の

提出は省略するものとする。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第  号 秦野市介護保険条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

新 旧 

（保険料率等） （保険料率等） 

第４条 令和６年度から令和８年度までの各年度における、法第

９条第１号に規定する者（以下「第１号被保険者」という。） 

の介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政令」 

という。）第３９条第１項各号に掲げる区分に応じる割合及び

保険料率は、次の表のとおりとする。 

第４条 令和６年度から令和８年度までの各年度における、法第

９条第１号に規定する者（以下「第１号被保険者」という。） 

の介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政令」 

という。）第３９条第１項各号に掲げる区分に応じる割合及び

保険料率は、次の表のとおりとする。 

区分 割合 保険料率（年額） 

（略） 

(6) 次のいずれかに該当する者 

ア 地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第２９２条

第１項第１３号に規定する

合計所得金額（租税特別措

置法（昭和３２年法律第 

２６号）第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４

条第１項、第３４条の２第 

１項、第３４条の３第１項、 

第３５条第１項、第３５条 

１．２ ８５，６８０円 

 

区分 割合 保険料率（年額） 

（略） 

(6) 次のいずれかに該当する者 

ア 地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第２９２条

第１項第１３号に規定する

合計所得金額（租税特別措

置法（昭和３２年法律第 

２６号）第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４

条第１項、第３４条の２第 

１項、第３４条の３第１項、 

第３５条第１項、第３５条 

１．２ ８５，６８０円 

 

資料４ 
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の２第１項、第３５条の３

第１項又は第３６条の規定

の適用があるときは、その

合計所得金額から政令第２

２条の２第２項に規定する

特別控除額を控除して得た

額とし、その合計所得金額

が零を下回るときは、零と 

する。以下「合計所得金額」 

という。）が１２０万円未

満である者であり、かつ、

前各号のいずれにも該当し

ないもの 

 

イ （略） 

  

 

の２第１項、第３５条の３

第１項又は第３６条の規定

の適用があるときは、その

合計所得金額から政令第２

２条の２第２項に規定する

特別控除額を控除して得た

額とし、その合計所得金額

が零を下回るときは、零と

する。以下この項において

「合計所得金額」とい

う。）が１２０万円未満で

ある者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しない

もの 

イ （略） 

  

 

附 則 附 則 

１－１５ （略） １－１５ （略） 

（令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する特

例） 

（令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する

特例） 

１６ 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に給与所

得（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規

定する給与所得をいう。附則第１９項から第２２項までにおい

１６ 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税

法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与

所得又は同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得
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て同じ。）又は同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係

る所得が含まれている者の令和３年度における保険料率の算定

についての第４条第１項（同項の表第６号ア、第７号ア、第８

号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア及び第１２号アに係

る部分に限る。）の規定の適用については、同表第６号ア中

「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法（昭和４０年法律

第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得及び同法第３５ 

条第３項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、 

同法第２８条第２項の規定により計算した金額及び同法第３５

条第２項第１号の規定により計算した金額の合計額から１０万 

円を控除して得た額（その額が零を下回るときは、零とする。） 

によるものとし、租税特別措置法」とする。 

が含まれている者の令和３年度における保険料率の算定につい

ての第４条第１項（同項の表第６号ア、第７号ア、第８号ア、

第９号ア、第１０号ア、第１１号ア及び第１２号アに係る部分

に限る。）の規定の適用については、同表第６号ア中「租税特

別措置法」とあるのは、「所得税法（昭和４０年法律第３３

号）第２８条第１項に規定する給与所得及び同法第３５条第３

項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法

第２８条第２項の規定により計算した金額及び同法第３５条第

２項第１号の規定により計算した金額の合計額から１０万円を

控除して得た額（その額が零を下回るときは、零とする。）に

よるものとし、租税特別措置法」とする。 

１７・１８ （略） １７・１８ （略） 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の

特例） 

 

１９ 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日におい

て本市に住所を有しない者を除き、令和８年度分の地方税法の

規定による市町村民税の賦課期日において本市に住所を有する

者（同法第２９４条第３項の規定により本市の住民基本台帳に

記録されている者とみなされた者を含む。）に限る。以下同 

じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれて

いる者（同年中の給与等（所得税法第２８条第１項に規定する
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給与等をいう。以下同じ。）の収入金額が５５１，０００円以

上６５１，０００円未満である者に限る。）の令和８年度にお

ける保険料率の算定についての第４条第１項（同項の表第６号 

ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、 

第１２号ア、第１３号ア、第１４号ア及び第１５号アに係る部

分に限る。）の規定の適用については、同表第６号ア中「地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号

に規定する合計所得金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第

２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１

項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の

規定の適用があるときは、その合計所得金額から政令第２２条

の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、その

合計所得金額が零を下回るときは、零とする。以下「合計所得

金額」という。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法第

２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、その

合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が

含まれている場合には、その給与所得の金額については、同条

第２項の規定によって計算した金額に令和７年中の同条第１項

に規定する給与等の収入金額から５５０，０００円を控除して

得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別

控除の適用がある場合には、その合計所得金額から政令第２２
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条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、そ

の合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同 

じ。）」とする。 

２０ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所

得が含まれている者（同年中の給与等の収入金額が 

６５１，０００円以上１，６１９，０００円未満である者に限

る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第４条

第１項（同項の表第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、

第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４号

ア及び第１５号アに係る部分に限る。）の規定の適用について

は、同表第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しく

は第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の

３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の

３第１項又は第３６条の規定の適用があるときは、その合計所

得金額から政令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、その合計所得金額が零を下回るときは、零

とする。以下「合計所得金額」という。）」とあるのは、「合

計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合

計所得金額をいい、その合計所得金額に所得税法第２８条第１

項に規定する給与所得が含まれている場合には、その給与所得
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の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に

１００，０００円を加えた額によるものとし、租税特別措置法

による特別控除の適用がある場合には、その合計所得金額から

政令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た

額とし、その合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。

以下同じ。）」とする。 

２１ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所

得が含まれている者（同年中の給与等の収入金額が 

１，６１９，０００円以上１，９００，０００円未満である者

に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第

４条第１項（同項の表第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号

ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第 

１４号ア及び第１５号アに係る部分に限る。）の規定の適用に

ついては、同表第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第 

２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額

（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第

１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、

第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、

第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用があるときは、

その合計所得金額から政令第２２条の２第２項に規定する特別

控除額を控除して得た額とし、その合計所得金額が零を下回る

ときは、零とする。以下「合計所得金額」という。）」とある
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のは、「合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に

規定する合計所得金額をいい、その合計所得金額に所得税法第

２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、そ

の給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算

した金額に６５０，０００円から令和７年給与所得控除額を控

除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法によ

る特別控除の適用がある場合には、その合計所得金額から政令

第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額と

し、その合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下

同じ。）」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例）  

２２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定につ

いての第４条第１項の規定の適用については、その第１号被保

険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第１号

に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げる者のい

ずれかに該当する者があるときは、その該当する者は、同年度

分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみな

す。 

 

(1) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令

和８年度分の保険料の賦課期日において本市に住所を有しな

い者を除く。）であって、令和８年度分の地方税法の規定に

よる市町村民税の賦課期日において本市に住所を有するもの
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（同法第２９４条第３項の規定により本市の住民基本台帳に

記録されている者とみなされた者を含む。） 

(2) 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、か

つ、令和８年度分の同法の規定による市町村民税が課されてい

ない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに

該当するもの 

 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上

６５１，０００円未満であり、かつ、１，３５０，０００

円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の

給与等の収入金額から５５０，０００円を控除して得た額

以下である場合 

 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上

１，６１９，０００円未満であり、かつ、 

１，３５０，０００円から同年の合計所得金額を控除して

得た額が１００，０００円以下である場合 

 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円

以上１，９００，０００円未満であり、かつ、 

１，３５０，０００円から同年の合計所得金額を控除して

得た額が、６５０，０００円から、同年中の給与等の収入

金額からその給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正

する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改

正前の所得税法別表第５（以下この項において「改正前の
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所得税法別表第５」という。）の給与等の金額として、改

正前の所得税法別表第５によりその金額に応じて求めた改

正前の所得税法別表第５の給与所得控除後の給与等の金額

を控除して得た額を控除して得た額以下である場合 

(3) 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、か

つ、令和８年度分の同法の規定による市町村民税が課されて

いない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれ

かに該当するもの 

 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上

６５１，０００円未満であり、かつ、地方税法第２９５条

第３項に規定する政令で定める基準に従い秦野市市税条例

（平成元年秦野市条例第２号）第１０条で定める金額から

同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等

の収入金額から５５０，０００円を控除して得た額以下で

ある場合 

 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上

１，６１９，０００円未満であり、かつ、地方税法第 

２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従い秦野市

市税条例第１０条で定める金額から同年の合計所得金額を

控除して得た額が１００，０００円以下である場合 

 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円

以上１，９００，０００円未満であり、かつ、地方税法第
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２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従い秦野市

市税条例第１０条で定める金額から同年の合計所得金額を

控除して得た額が、６５０，０００円から、同年中の給与

等の収入金額からその給与等の収入金額を改正前の所得税

法別表第５の給与等の金額として、改正前の所得税法別表

第５によりその金額に応じて求めた改正前の所得税法別表

第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を

控除して得た額以下である場合 

２３ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定につ

いての第４条第１項の規定の適用については、その第１号被保

険者が前項第１号に掲げる者に該当し、かつ、同項第２号又は

第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、その第１号被

保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課さ

れている者とみなす。 

 

（令和８年度の保険料の減免の特例）  

２４ 前２項の規定により令和８年度分の地方税法の規定による

市町村民税が課されている者とみなした第１号被保険者又はそ

の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が、令和７年度分の地

方税法の規定による市町村民税が課されていない場合は、令和

８年度における保険料の額の算定に限り、地方税法の規定によ

る市町村民税が課されていない者として判定する保険料段階ま

で保険料を減免する。この場合において、第１０条第２項の規

 

21



 

 

定による申請書の提出は省略するものとする。 

  

  

附 則  

この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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介 護 保 険 最 新 情 報 

 

 

 

 

 

Vol.１４４９ 

令和７年 1２月１９日 

厚生労働省老健局介護保険計画課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村 介護保険担当課（室） 御 中 

← 厚生労働省 介護保険計画課 
 

今回の内容 

 

介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布 

について（通知） 

 

計２枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111（内線 2２6０） 
FAX : 03-3503-2167 
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老 発 1 2 1 9 第 ３ 号 

令和７年 12 月 19 日 

 

 

 

 

 

厚生労働省老健局長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

 

介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について（通知） 

 

 

 介護保険法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第 420号）が本年 12月 17日に

別添のとおり公布され、来年４月１日から施行することとされたところです。 

 本改正の趣旨及び改正の内容は下記のとおりですので、十分御了知の上、関係者、関係

団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたしま

す。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

 令和７年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応する

との観点から、給与所得控除について最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上

げる見直し（以下「令和７年度見直し」という。）が行われた。 

介護保険の第１号被保険者の保険料（以下「第１号保険料」という。）においては、

市町村民税課税の有無や合計所得金額等を標準段階の所得基準として用いているとこ

ろ、令和７年度見直しに伴い、一部の被保険者の段階の移動が生じ、第９期介護保険

事業計画中（令和６～８年度）の保険料収入が減少する可能性がある。保険者の責め

に帰さない保険料収入不足を可能な限り防ぐ観点から、介護保険の第１号保険料への

令和７年度見直しによる影響を遮断するため、介護保険法施行令（平成 10 年政令第 

412 号。以下「令」という。）の規定について、所要の改正を行う。 

また、前述のとおり、今般の改正は、第９期介護保険事業計画（令和６～８年度）

における一時的な保険料収入不足を防ぐ趣旨で行うものである。よって、令和８年度

の保険料の算定のみに限り適用するものとする。 

各 
都道府県知事 

殿 
市 町 村 長 
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なお、令和９年度以降は新たな介護保険事業計画期間となり、令和７年度見直し後

の所得を所与の基準とした上で改めて基準を設定する。 

 

第２ 改正の内容 

   介護保険の第１号保険料の標準段階を判定する際に、令和７年度見直しの影響によ

り第１号保険料の標準段階が変わりうる第１号被保険者については、令和７年度見直

し前と同様の判定となるよう、保険料率の算定に関する合計所得の額の算定方法の特

例並びに保険料率の算定に関する市町村民税世帯非課税者及び市町村民税が課されて

いない者の基準の特例を設ける。 

   

第３ 施行期日 

令和８年４月１日 

 

＜補足＞ 

  近日中に、本政令改正に伴って各市町村における介護保険条例の改定に当たっての参

考に供するため条例参考例の発出を予定しており、施行準備に当たっては、当該条例参

考例を参照するようよろしくお願いします。 
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令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

政
令
第
四
百
二
十
号

介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
い
う
。」の
下
に
「
次
条
及
び
附
則
第
二
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。」を
加
え
、「
所
得
税

法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
」
を
「
給
与
所
得
（
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与

所
得
を
い
う
。
次
条
及
び
附
則
第
二
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
令
和
八
年
度
の
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
二
十
四
条

第
一
号
被
保
険
者
の
う
ち
、
令
和
七
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
者
（
同
年
中

の
給
与
等
（
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
収
入
金
額
が
五
十
五
万

千
円
以
上
六
十
五
万
千
円
未
満
で
あ
る
者
に
限
る
。）の
令
和
八
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
二

十
二
条
の
二
第
四
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
三
十
八
条
第
一
項
（
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
、
第
四
号

イ
、
第
六
号
イ
、
第
七
号
イ
、
第
八
号
イ
、
第
九
号
イ
、
第
十
号
イ
、
第
十
一
号
イ
及
び
第
十
二
号
イ
に
係
る
部
分

に
限
る
。）及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
（
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
、
第
四
号
イ
、
第
六
号
イ
、
第
七
号
イ
、第
八
号
イ
、

第
九
号
イ
、
第
十
号
イ
、
第
十
一
号
イ
、
第
十
二
号
イ
及
び
第
十
三
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
第
一
号
中
「
第
六
項
第
一
号
、
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
九
項
、
第
三
十
八

条
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
及
び
第
四
号
イ
並
び
に
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
及
び
第
四
号

イ
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
九
項
」
と
、
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ハ

中
「
合
計
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す

る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
（
租
税
特
別

措
置
法
第
四
十
一
条
の
三
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、そ
の
控
除
前
の
金
額
）


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令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
２

第
一
号
被
保
険
者
の
う
ち
、
令
和
七
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
者
（
同
年
中
の
給
与
等

の
収
入
金
額
が
六
十
五
万
千
円
以
上
百
六
十
一
万
九
千
円
未
満
で
あ
る
者
に
限
る
。）の
令
和
八
年
度
に
お
け
る
保
険

料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
第
一
号
、
第
三
十
八
条
第
一
項
（
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
、
第

四
号
イ
、
第
六
号
イ
、
第
七
号
イ
、
第
八
号
イ
、
第
九
号
イ
、
第
十
号
イ
、
第
十
一
号
イ
及
び
第
十
二
号
イ
に
係
る

部
分
に
限
る
。）及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
（
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
、
第
四
号
イ
、
第
六
号
イ
、
第
七
号
イ
、
第
八

号
イ
、
第
九
号
イ
、
第
十
号
イ
、
第
十
一
号
イ
、
第
十
二
号
イ
及
び
第
十
三
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
第
一
号
中
「
第
六
項
第
一
号
、
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
九
項
、
第

三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
及
び
第
四
号
イ
並
び
に
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
及
び

第
四
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
九
項
」
と
、
第
三
十
八
条
第
一
項
第

一
号
ハ
中
「
合
計
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に

規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得

が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
（
租

税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
三
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前

の
金
額
）
に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金

額
か
ら
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零

を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
次
号
イ
及
び
第
四
号
イ
並
び
に
次
条
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
及
び
第
四

号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
、
同
項
第
六
号
イ
中
「
合
計
所
得
金
額
を
い
い
」
と
あ
る
の
は
「
合
計
所
得
金
額
を
い

い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

当
該
給
与
所
得
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
に
十
万
円
を
加
え
た
額
に
よ

る
も
の
と
し
」
と
す
る
。

３

第
一
号
被
保
険
者
の
う
ち
、
令
和
七
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
者
（
同
年
中
の
給
与
等

の
収
入
金
額
が
百
六
十
一
万
九
千
円
以
上
百
九
十
万
円
未
満
で
あ
る
者
に
限
る
。）の
令
和
八
年
度
に
お
け
る
保
険
料

率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
第
一
号
、
第
三
十
八
条
第
一
項
（
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
、
第
四

号
イ
、
第
六
号
イ
、
第
七
号
イ
、
第
八
号
イ
、
第
九
号
イ
、
第
十
号
イ
、
第
十
一
号
イ
及
び
第
十
二
号
イ
に
係
る
部

分
に
限
る
。）及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
（
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
、
第
四
号
イ
、
第
六
号
イ
、
第
七
号
イ
、
第
八
号

イ
、
第
九
号
イ
、
第
十
号
イ
、
第
十
一
号
イ
、
第
十
二
号
イ
及
び
第
十
三
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
第
一
号
中
「
第
六
項
第
一
号
、
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
九
項
、
第
三

十
八
条
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
及
び
第
四
号
イ
並
び
に
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
及
び
第

四
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
九
項
」
と
、
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一

号
ハ
中
「
合
計
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規

定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が

含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
（
租
税

特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
三
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前
の

金
額
）
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）に
六
十
五
万
円
か
ら

令
和
七
年
給
与
所
得
控
除
額
（
令
和
七
年
中
の
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
か

ら
、
当
該
給
与
等
の
収
入
金
額
を
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
十
三
号
）
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
所
得
税
法
別
表
第
五
の
給
与
等
の
金
額
と
し
て
、
同
表
に
よ
り
当
該
金
額
に
応
じ
て
求
め
た

同
表
の
給
与
所
得
控
除
後
の
給
与
等
の
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
い
う
。
第
三
十
八
条
第
一
項
第
六
号
イ
に
お
い

て
同
じ
。）を
控
除
し
て
得
た
額
を
加
え
た
額
に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ

る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額

と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
次
号
イ
及
び
第
四
号
イ
並
び
に
次
条
第
一
項

第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
及
び
第
四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
、
同
項
第
六
号
イ
中
「
合
計
所
得
金
額
を
い
い
」
と

あ
る
の
は
「
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所

得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た

金
額
に
六
十
五
万
円
か
ら
令
和
七
年
給
与
所
得
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
加
え
た
額
に
よ
る
も
の
と
し
」
と
す

る
。

（
令
和
八
年
度
の
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
特
例
）

第
二
十
五
条

第
一
号
被
保
険
者
の
令
和
八
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の

世
帯
員
の
う
ち
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
該
当
す
る
者
は
、
同
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ

て
い
る
者
と
み
な
す
。

一

令
和
七
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
者
（
令
和
八
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お

い
て
当
該
保
険
料
を
賦
課
す
る
市
町
村
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。）で
あ
っ
て
、
令
和
八
年
度
分
の
地
方
税

法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
当
該
保
険
料
を
賦
課
す
る
市
町
村
に
住
所
を
有
す
る
も
の

（
同
法
第
二
百
九
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な

さ
れ
た
者
を
含
む
。）

二

地
方
税
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
令
和
八
年
度
分
の
同
法
の
規
定

に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の

イ

令
和
七
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
五
十
五
万
千
円
以
上
六
十
五
万
千
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
百
三
十

五
万
円
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
五
十
五
万

円
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る
場
合

ロ

令
和
七
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
六
十
五
万
千
円
以
上
百
六
十
一
万
九
千
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
百

三
十
五
万
円
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
十
万
円
以
下
で
あ
る
場
合

ハ

令
和
七
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
百
六
十
一
万
九
千
円
以
上
百
九
十
万
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
百
三

十
五
万
円
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
六
十
五
万
円
か
ら
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収

入
金
額
か
ら
当
該
給
与
等
の
収
入
金
額
を
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
令
和
七
年
法
律
第
十
三
号
）

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
所
得
税
法
別
表
第
五
（
以
下
「
別
表
第
五
」
と
い
う
。）の
給
与
等
の
金
額
と

し
て
、
別
表
第
五
に
よ
り
当
該
金
額
に
応
じ
て
求
め
た
別
表
第
五
の
給
与
所
得
控
除
後
の
給
与
等
の
金
額
を
控

除
し
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る
場
合

三

地
方
税
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
令
和
八
年
度
分
の
同
法
の
規
定

に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の

イ

令
和
七
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
五
十
五
万
千
円
以
上
六
十
五
万
千
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
地
方
税

法
第
二
百
九
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
金
額
か

ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
五
十
五
万
円
を
控
除

し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る
場
合

ロ

令
和
七
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
六
十
五
万
千
円
以
上
百
六
十
一
万
九
千
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
地

方
税
法
第
二
百
九
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
金

額
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
十
万
円
以
下
で
あ
る
場
合

ハ

令
和
七
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
百
六
十
一
万
九
千
円
以
上
百
九
十
万
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
地
方

税
法
第
二
百
九
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
金
額

か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
六
十
五
万
円
か
ら
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か

ら
当
該
給
与
等
の
収
入
金
額
を
別
表
第
五
の
給
与
等
の
金
額
と
し
て
、
別
表
第
五
に
よ
り
当
該
金
額
に
応
じ
て

求
め
た
別
表
第
五
の
給
与
所
得
控
除
後
の
給
与
等
の
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ

る
場
合

か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）に
令
和
七
年
中
の
所
得
税
法

第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
五
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
を
加
え
た
額
に
よ
る

も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
第
二
十
二

条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に

は
、
零
と
す
る
。
次
号
イ
及
び
第
四
号
イ
並
び
に
次
条
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
及
び
第
四
号
イ
に
お
い
て
同

じ
。）」
と
、
同
項
第
六
号
イ
中
「
合
計
所
得
金
額
を
い
い
」
と
あ
る
の
は
「
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所

得
金
額
に
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
の

金
額
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
に
令
和
七
年
中
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給

与
等
の
収
入
金
額
か
ら
五
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
を
加
え
た
額
に
よ
る
も
の
と
し
」
と
す
る
。


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令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
２

第
一
号
被
保
険
者
の
令
和
八
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
十
九

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
一
号
被
保
険
者
が
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、

同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
第
一
号
被
保
険
者
は
、
同
年
度
分

の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な
す
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗


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介 護 保 険 最 新 情 報 

 

 

 

 

 

Vol.１４５９ 

令和８年１月９日 

厚生労働省老健局介護保険計画課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村 介護保険担当課（室） 御 中 

← 厚生労働省 介護保険計画課 
 

今回の内容 

 

介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行準備に

係る留意点等及び介護保険条例参考例について 

 

計 31 枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111（内線 2２6０） 
FAX : 03-3503-2167 
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事 務 連 絡 

令和８年１月９日  

 

各 
都道府県

市 町 村
 介護保険主管部（局） 御中 

 

厚生労働省老健局介護保険計画課 

 

 

介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行準備に係る留意点等及び介護保険条

例参考例について 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素よりご尽力いただき、厚く御礼申し上げ

ます。 

介護保険法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第 420号。以下「改正政令」

という。）の改正の趣旨等は、「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布につい

て（通知）」（令和７年 12月 19日付け老健局長通知）によりお示ししたところである

が、その施行準備に当たっての留意点等を下記のとおり整理したので、各都道府県、

各市町村におかれては内容を御了知の上、管内保険者への周知を図るとともに、適切

な対応を期されたい。 

 

記 

 

１．介護保険条例参考例について 

改正政令を踏まえた各保険者における介護保険条例の改正に当たっての参考に供

するため、別添のとおり介護保険条例参考例を改正したので、必要に応じて参照され

たい。 

なお、本参考例は、介護保険法施行令（平成 10年政令第 412号）第 39条第１項第

13号を更に区分する保険者において必要となるものである。 

 

２．前年度非課税者に係る特例減免について 

令和７年度（令和６年分）の住民税非課税の者（第１号被保険者又はその属する世

帯の世帯主及び全ての世帯員）について、令和７年度税制見直しによる地方税の給与

所得控除の最低保障額引上げの決定を受けて、令和８年度（令和７年分）も引き続き

住民税非課税となるよう、非課税の基準から控除の引上げ分の範囲の就労調整（就労
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収入の増加）を行う場合については、介護保険法（平成９年法律第 123号）第 142条

に定める「特別の理由」に該当するとして、同条に基づき、当該者の保険料を令和８

年度保険料算定において、課税・非課税の判定について住民税非課税者として判定す

る保険料段階まで減免できることとする。 

当該減免は、本人の申請に基づき個別に認定することが基本であるが、申請・認定

に係る事務負担等を踏まえ、本人の個別申請によらずシステム上の対応を可能とする。 

また、当該減免を受けた者については、減免後の保険料段階に基づき、低所得者軽

減に係る国庫負担や調整交付金の算定を行う。 

なお、これらの減免は令和８年度限りの措置とする。 
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